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６月の定例町議会において（株）津別町振興公社及び（株）相生振興公社の平成23年決算が報告されました。これら

の公社は、町が出資しているもので、地方自治法の規定により事業報告並びに決算書の提出を行うことが義務付けられ

ています。今回、報告があった概要をお知らせします。

平成23年１月～12月までに締結(公告)された

賃貸料

昨年の賃貸料については次のとおりとなっていま

すので、農地の賃貸借の参考としてください。
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※参考　畑の標準賃貸料

上の畑9,000円　中の畑6,000円　下の畑3,000円

（採草地は畑の価格の75％とする）

町では、固定資産税の課税対象となる家屋の全棟調査を実施します。新築・

増改築の未届出による課税漏れ、取り壊し等の状況を調査します。

既に課税されている家屋との、公平で適正な課税を図るための調査です。

※未登記家屋の取得（新築・増築・売買）や取り壊　

しがあった場合は、役場に届出をお願いします。

問い合わせ先　住民企画課税務収納グループ　†76－2151（内線221）

調査の方法
１．町の家屋課税台帳の登録内容（所在、種類、構造、

床面積町等）に基づき実施します。

２．外観（外周）調査をし、状況により敷地内に立ち

入ります（原則、家屋の中には入りません）。

３．所有者が不在でも確認させていただきます。

４．所有者の確認のため、お尋ねする場合があります。

調査員は
１．町職員が２人１組で調査を実施します。

２．職員は身分証を携帯し、腕章・名札を着用して　

います。

調査後の対応について

１．調査の結果、台帳と現況が異なる場合は所有者

に確認しながら事務を進めます。

（１）未課税家屋等については、平成25年度から　

課税対象になります。

（２）滅失家屋等については、平成25年度から課

税除外とします。

平成23年度振興公社決算報告

相生振興公社 津別町振興公社
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障害年金の所得状況届は

７月末までに

障害基礎年金の所得状況届が日本年金機

構より送付されます。

所得状況届は、引き続き障害年金を受け

る権利があるかどうかを確認するもので、

毎年７月末までに役場に提出していただき

ます（提出されない時は、年金の支給を一

時停止する場合があります）。

また、障がいの程度を確かめる必要のあ

る方については、診断書の用紙が同封され

ます。７月中に病院で受診し、医師の記入

を受けてから、役場に提出してください。

所得状況届提出先及び問い合わせ先

保健福祉課　戸籍・年金担当

†76-2151（内線222・223)

問い合わせ先

北見年金事務所　　　†0157-33-6008


